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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額 2,733,280 千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調

整額 299,925 千円、損益勘定留保資金 1,696,678 千円及び建設改良積立金 736,677 千

円で補てんするものとする。）。 

収      入 

第１款 資 本 的 収 入  1,997,620 千円 

 第１項 企 業 債 1,930,300 千円 

 第２項 他 会 計 負 担 金 23,615 千円 

 第３項 他 会 計 補 助 金 21,455 千円 

 第４項 工 事 負 担 金 22,000 千円  

 第５項 固定資産売却代金 100 千円  

 第６項 長期貸付金返還金 150 千円  

支      出 

第１款 資 本 的 支 出  4,730,900 千円 

 第１項 建 設 改 良 費 3,699,340 千円 

 第２項 企 業 債 償 還 金 928,660 千円 

 第３項 投 資 100,900 千円 

 第４項 予 備 費 2,000 千円  

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総  額 年 度 年 割 額 

1.資本的

支出  

1.建設改

良費 

送配水管 

布設替工事 
8,191,360 千円 

令和６年度 1,625,900 千円 

令和７年度 1,620,400 千円 

令和８年度 1,669,260 千円 

令和９年度 1,620,400 千円 

令和 10 年度 1,655,400 千円 
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1.資本的

支出  

1.建設改

良費 

丸山浄水場

送配水管更

新及び中区

配水池耐震

補強事業 

1,554,677 千円 

令和６年度 233,566 千円 

令和７年度 681,824 千円 

令和８年度 236,062 千円 

令和９年度 194,551 千円 

令和 10 年度 194,551 千円 

令和 11 年度 14,123 千円 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事  項 期  間 限度額 

100 周年記念誌制作業務  令和７年度 10,457 千円 

公用車購入事業  令和７年度 22,000 千円 

検針ハンディターミナル機器賃借 
令和７年度から  

令和 11 年度まで 
23,140 千円 

西宮市水道事業検針・収納等業務 
令和７年度から 

令和 11 年度まで 
2,562,992 千円 

西宮浜配水所受変電設備ほか更新工事 令和７年度 198,000 千円 

越木岩配水槽受変電設備ほか更新工事 令和７年度 148,500 千円 

北山配水所ほか電気機械設備改良工事 令和７年度 79,200 千円 

中野中継場移転更新築造工事 令和７年度 101,200 千円 

中野中継場移転更新設備工事 令和７年度 229,680 千円 

東山台配水所受変電設備ほか更新工事 令和７年度 253,935 千円 

越水浄水場ほか包括委託業務 
令和７年度から 

令和 11 年度まで 
5,074,895 千円 

（企 業 債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的及び限度額   

 浄配水施設整備事業 1,930,300 千円 
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起債の方法 政府資金、地方公共団体金融機構、その他から普通貸借または証券

発行による。ただし、企業財政の都合により、翌年度以降に繰延べ

起債することができる。 

利   率 4.0％以内 

償還の方法 借入の日の翌日から 30 年以内（５年以内の据置を含む。）に毎半年

賦の元利均等又は元金均等償還。ただし、借入先の融通条件に変更

があるときはその条件に従う。 

（一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、1,000,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 10 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額

に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 1,627,836 千円 

(2) 交 際 費 350 千円 

（他会計からの補助金） 

第 11 条 収益的支出及び資本的支出に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、117,596 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第 12 条 たな卸資産の購入限度額は、200,000 千円と定める。 

   

令和 6 年 2 月 21 日 提出 

                 西宮市長   石 井 登志郎  



－ 6－ － 7－



－ 8－ － 9－



－ 8－ － 9－



－ 10 － － 11 －



－ 10 － － 11 －



－ 12 － － 13 －



－ 12 － － 13 －



－ 14 － － 15 －



－ 14 － － 15 －



－ 16 － － 17 －



－ 16 － － 17 －



－ 18 － － 19 －



－ 18 － － 19 －



－ 20 － － 21 －



－ 20 － － 21 －



－ 22 － － 23 －



－ 22 － － 23 －



－ 24 － － 25 －



－ 24 － － 25 －



－ 26 － － 27 －



－ 26 － － 27 －



－ 28 － － 29 －



－ 28 － － 29 －



－ 30 － － 31 －



－ 30 － － 31 －



－ 32 － － 33 －



－ 32 － － 33 －



－ 34 － － 35 －



－ 34 － － 35 －



－ 36 － － 37 －



－ 36 － － 37 －



－ 39 －



－ 39 －

工
　
水



－ 41 －



－ 41 －



－ 42 － － 43 －



－ 42 － － 43 －



－ 45 －



－ 45 －



－ 46 － － 47 －



－ 46 － － 47 －



－ 48 － － 49 －



－ 48 － － 49 －



－ 50 － － 51 －



－ 50 － － 51 －



－ 52 － － 53 －



－ 52 － － 53 －



－ 54 － － 55 －



－ 54 － － 55 －



－ 56 － － 57 －



－ 56 － － 57 －



－ 58 － － 59 －



－ 58 － － 59 －



－ 60 － － 61 －



－ 60 － － 61 －



－ 62 － － 63 －



－ 62 － － 63 －



－ 64 － － 65 －



－ 64 － － 65 －



－ 66 － － 67 －



－ 66 － － 67 －



－ 68 － － 69 －



－ 68 － － 69 －



－ 70 － － 71 －



－ 70 － － 71 －



－ 72 － － 73 －



－ 72 － － 73 －



－ 75 －



－ 75 －

下
　
水



－ 77 －



－ 77 －



－ 78 － － 79 －



－ 78 － － 79 －



－ 80 － － 81 －



－ 80 － － 81 －



－ 82 － － 83 －



－ 82 － － 83 －



－ 84 － － 85 －



－ 84 － － 85 －



－ 86 － － 87 －



－ 86 － － 87 －



－ 88 － － 89 －



－ 88 － － 89 －



－ 90 － － 91 －



－ 90 － － 91 －



－ 92 － － 93 －



－ 92 － － 93 －



－ 94 － － 95 －



－ 94 － － 95 －



－ 96 － － 97 －



－ 96 － － 97 －



－ 98 － － 99 －



－ 98 － － 99 －



－ 100 － － 101 －



－ 100 － － 101 －



－ 102 － － 103 －



－ 102 － － 103 －



－ 104 － － 105 －



－ 104 － － 105 －



－ 106 － － 107 －



－ 106 － － 107 －



－ 108 － － 109 －



－ 108 － － 109 －



－ 110 － － 111 －



－ 110 － － 111 －


